
 - 1 - 

平成 20 年 1月 11 日 

 

各      位 

 

会 社 名  株式会社京王ズホールディングス 

代表者名  代表取締役社長 佐々木英輔 

（コード番号 3731 東証マザーズ） 

問合せ先  取締役経営企画室長  深野道照 

（TEL．  022－ 722－0333   ） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 20 年 1月 11 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 20年 1 月 30 日

開催予定の第 15 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

 

記 

１． 定款変更の目的 

（1） 当社は、平成 19 年 4 月 1日付けで会社分割により持株会社体制へ移行いたしましたが、これに

対応する事業目的の追加を行うものであります。(現行定款第 2条・変更案第 2条) 

（2） より機動的な資本政策の実行を可能にするため、当社の発行可能株式総数の変更を行うもので

あります。(現行定款第 6条・変更案第 6条) 

（3） 迅速な意思決定を可能とするため、取締役会で決議すべき事項について、取締役全員が書面ま

たは電磁的記録により同意の意思表示をしたときは取締役会の決議を省略することができるよう

変更を行うものであります。（変更案第 23 条） 

（4） 社外取締役、社外監査役の職務遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社に

対する賠償責任を、法令の範囲内で限定する責任限定契約を締結することができるよう変更を行

うものであります。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。(変更

案第 25 条、第 32 条) 

（5） 上記変更に伴う条数の変更を行うものであります。 

 

２．定款変更の内容 

   別紙のとおり 

 

３． 日程 

    定款変更の為の株主総会開催予定日 平成 20 年 1 月 30 日 

    定款変更の効力発生予定日     平成 20 年 1 月 30 日 
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（別紙） 

（下線は変更部分） 

現行定款 変更案 

第 1 章 総 則 

（目的） 

第 2条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

1. 

～   ＜省 略＞ 

20.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

第 2 章 株 式 

（発行可能株式総数） 

第 6条 当会社の発行可能株式総数は、90,000

株とする。 

 

 

第 4 章 取締役及び取締役会 

 

 ＜新 設＞ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（報酬等） 

第 23 条        ＜省 略＞ 

 

 ＜新 設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 章 監査役及び監査役会 

第 24 条    

  ～  ＜省 略＞ 

第 29 条 

第 1 章 総 則 

（目的） 

第 2条 当会社は、次の事業を営む会社及びこれ

らに相当する業務を営む会社（外国会社

を含む。以下この条文において同じ。）

の株式又は持分を取得することにより、

当該会社の事業活動を支配、管理するこ

とを目的とする。 

1. 

～   ＜現行どおり＞ 

20.   

 

第 2 章 株 式 

（発行可能株式総数） 

第 6条 当会社の発行可能株式総数は、115,000

株とする。 

 

 

第 4 章 取締役及び取締役会 

（取締役会決議の省略） 

第23条 当会社は、取締役会の決定事項につい

て、取締役（当該決議事項について議決

に加わることのできるものに限る。）の

全員が書面又は電磁的記録により同意

の意思表示をしたときは、当該決議事項

を可決する旨の取締役会の決議があっ

たものとみなす。ただし、監査役が当該

決議事項について異議を述べたときは

この限りではない。 

（報酬等） 

第 24 条       ＜現行どおり＞ 

（社外取締役との責任限定契約） 

第 25 条 当会社は、会社法第 427 条第 1項の規定

に基づき、社外取締役との間に、任務を

怠ったことによる損害賠償責任を限定

する契約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく責任の限度額は法

令が規定する額とする。 

 

 

第 5 章 監査役及び監査役会 

第 26 条      

  ～   ＜現行どおり＞ 

第 31 条       
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現行定款 変更案 

 

 ＜新 設＞ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

第 6 章 計 算 

第 30 条  

  ～ ＜省 略＞ 

第 33 条  

 

（社外監査役との責任限定契約） 

第 32 条 当会社は、会社法第 427 条第 1項の規定

に基づき、社外監査役との間に、任務を

怠ったことによる損害賠償責任を限定

する契約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく責任の限度額は法

令が規定する額とする。 

 

第 6 章 計 算 

第 33 条    

  ～   ＜現行どおり＞ 

第 36 条     

 

 

以  上 


